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会    議    録 

令和 4 年度第 1 回弘前市空き家等対策協議会 

日 時 令和 4 年 11 月 10 日（木） 10 時 00 分～11 時 00 分まで 

場 所  弘前市役所 市民防災館 ３階 防災会議室 

議 長  弘前市空き家等対策協議会副会長 齋藤 弘臣 

出 席 者 

委員 

（5 人） 齋藤委員、三上委員、西澤委員、増田委員、板垣委員 

事務局 

（7 人） 

建設部長、建設部理事兼建築指導課長、建築指導課長補佐、 

建築指導課空き家対策係長、同総括主査、同主査、同主事 

欠 席 者 市長、崎野委員、片岡委員 

会 議 の 

議 題 

１）弘前市空き家等対策計画 

  ・弘前市の現状について 

  ・対策の実施状況について 

２）特定空家等の認定について           ※非公開 

３）特定空家等に対する措置の進捗状況について   ※非公開 

会 議 結 果 

議題 1）弘前市の現状、対策の実施状況について報告 

議題２）特定空家等の認定について了承 

議題３）特定空家等に対する措置の進捗状況について了承 

会議資料の

名 称 

資料 1 弘前市の現状 

資料 2-1,2-2 空き家等に関する具体的な対策の実施状況 

資料３ 特定空家等の認定について     ※非公開 

資料４ 特定空家等の措置の進捗状況    ※非公開 

会 議 内 容 

(発言者、発言

内容、審議経

過、結論等) 

議事録のとおり 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 事 録 

 

ただいまから、令和４年度第１回弘前市空き家等対策協議会を開会いたしま

す。 

まずはじめに、お詫び申し上げます。櫻田市長も出席することで、準備を進

めて参りましたが、急な公務が入りまして、やむを得ず欠席させていただくこ

とになりました。誠に申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

また、崎野委員及び片岡委員からは都合により欠席するとの連絡をいただい

ております。 

なお、工藤委員につきましては、10 月 28 日付けで、一身上の都合により辞

任されておりますので、現在の委員数は 8 名となります。 

本日の出席委員は、5 名で委員の半数以上が出席しておりますので、弘前市

空き家等対策協議会運営要綱第 3 条第 2 項の規定により、会議は成立いたし

ますことをご報告いたします。 

なお、弘前市空き家等対策協議会運営規程第２条により、個人情報が含まれ

る審議を除き、会議は公開することとなっております。 

また、今回の会議録につきましては、ホームページ上で公開しまして、市民

の方々に周知することとしておりますのでご了承願います。 

それでは議事に先立ちまして、市長に代わり建設部長の花岡より挨拶を申し

上げます。  

 

（挨拶） 

 

それでは次第に従いまして進行してまいります。 

これより議事に入りますが、弘前市空き家等対策協議会運営要綱第 2 条第 4

項の規定によりまして、会議の議長は会長が務めることとなっておりますが、

会長が不在の場合は、同条第 5 項の規定によりまして、副会長が職務を代理す

ることとなっておりますので、議長は齋藤副会長にお願いしたいと思います。

それでは、齋藤副会長よろしくお願いいたします。 

 

皆様、本日はどうもご苦労様でございます。ただいま紹介いただきました齋

藤です。これより、会長に代わりまして、議長として議事を進めさせていただ

きます。委員の皆様、議事の進行にご協力のほどよろしくお願いいたします。 

それでは、議題（1）「弘前市空き家等対策計画」の「弘前市の現状について」、

事務局から説明をお願いいたします。 
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それでは、弘前市の現状についてご説明いたします。委員の皆様には、事前

に資料を配布させていただいておりますので、ポイントを絞った説明とさせて

いただきます。 

お手元の会議資料の資料１をお開きください。右下のページ番号は 1 ページ

になります。 

まず、弘前市の人口と空き家率の推移について、ご説明申し上げます。弘前

市の人口と人口構成比につきましては、上の表となっております。これを分か

りやすくグラフにしたものが、下のグラフになっております。人口の推移です

が、一番下にあるオレンジ色の線が 0 才～14 才の区分、一番上の灰色の線が

15 才～64 才の区分になっております。人口比率は年々減少傾向にあることが

わかるかと思います。また、真ん中にある黄色の線が 65 歳以上の区分になっ

ておりまして、人口の比率が年々上昇していることがわかるかと思います。 

それでは次のページをご覧ください。ページ数は 2 ページになります。 

空き家率の推移につきましてご説明いたします。上のグラフをご覧くださ

い。青色の折れ線が全国の数値で、オレンジ色が青森県、赤が弘前市、黄色が

青森市、緑が八戸市の空き家率の推移となっています。空き家率はいずれも上

昇傾向にあります。当市では、平成 26 年度に「弘前市空き家等の活用、適正

管理等に関する条例」を定めまして、空き家対策に着手しております。また平

成 29 年度には、委員の皆様の意見を頂戴し策定しました「弘前市空き家等対

策計画」に基づき、空き家バンクの運営、利活用や除却に対する補助金の交付

など、総合的な空き家対策を実施してきております。空き家率の上昇は、他と

市町村と比較して緩やかになってきておりまして、空き家対策の成果が表れて

きているものと考えております。ただし、今後も人口減少・少子高齢化が進み、

空き家の数はさらに増加していくものと思われますので、今後も総合的な対策

を継続していくことが非常に重要であると考えております。 

以上であります。 

 

それでは、ただいま説明いただいた内容について、ご意見・ご質問等はござ

いますでしょうか。 

 

（質問・意見・応答なし） 

 

ないようですので、次に「対策の実施状況について」、事務局から説明をお

願いします。 
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対策の実施状況について説明いたします。資料 2-1 をご覧ください。右下の

ページ数は 3 ページになります。 

まず、「1.空き家等の発生予防」の 1-1 広報の充実についてです。例年、津軽

の食と産業まつりなど、圏域市町村で行われておりますイベントでは、ブース

を設置して空き家バンクの PR を行っております。空き家・空き地の利活用の

啓発に努めておりまして、新型コロナウイルス感染症によるイベント中止に伴

い、令和２年度以降は実施しておりませんでしたが、弘前市においては 10 月

に開催されました「津軽の食と産業まつり」において、PR 活動を再開してお

ります。また令和 3 年度は弘前圏域内の主要スーパーマーケットへ、空き家・

空き地バンクのポスターの設置を依頼しております。 

続きまして 1-3 高齢者などを対象とした相続に関する相談体制の強化につ

いてです。令和 2・３年度は、よりきめ細かい相談体制とするため、全市を対

象としました個別相談会を各年度３回開催しております。平成 30 年度からの

相談件数は合計で 41 件で、そのうち、解決したものが 13 件、解決に向かって

いるものが 25 件、解決が困難なものが 3 件となっております。 

続きまして、1-4 空き家等となった段階での早期対応についてです。令和 3

年 7 月より市民課内に設置された「おくやみコーナー」を通じまして、空き家

に係る相談者を当課へ誘導することにより、空き家への早期対応につなげてお

ります。令和 3 年度のおくやみコーナーでの相談実績は 29 件となっておりま

す。 

次のページをご覧ください。右下のページ数は 4 ページになります。「2.空

き家等の利活用促進」の 2-2 空き家・空き地バンクの充実と広域化について、

平成 30 年度にバンクを広域化し、圏域の 7 市町村とともに PR 活動等を行っ

ております。空き家の所有者へはバンク登録を促す通知とパンフレットを送付

するとともに、不動産会社に個別訪問して、バンク登録への協力を要請してお

ります。令和 3 年度までの弘前市分バンク登録累計件数は利用登録者数 204

名、物件登録件数 291 件、成約件数は 110 件となっております。令和 3 年度

はバンクへの物件登録様式及び手続方法を簡略化しておりまして、所有者及び

仲介不動産会社の負担を大幅に軽減しております。令和 4 年 1 月からは全国

版の空き家・空き地バンクの利用を開始しております。また物件登録数を増加

させるために新たな取組についても事業化を検討しておりまして、今後につき

ましても周辺市町村と連携しながら、空き家等の利活用を促進してまいりま

す。 

続きまして、2-3 利活用に対する市の支援制度についてです。市では、バン

クを通じた空き家・空き地の購入・解体等に補助金を交付することで空き家等

の利活用を推進しておりまして、実績としまして弘前市空き家・空き地利活用
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事業費補助金は平成 27 年度から令和 3 年度までの７年間で合計 138 件を補助

金交付しております。この補助金につきましては、今後も継続して実施してい

く予定となっております。 

それでは次のページをご覧ください。ページ数は 5 ページになります。2-10

空き家等の新たな利活用の促進についてです。利活用に有効な新たな施策を検

討するため、他市町村の様々な活用策について情報収集を行い、研究を重ねて

おります。コロナ禍による二拠点居住やテレワーク移住などの需要が増加傾向

であるため、地方の空き家への関心が高まっていることや、市民等からの提案

もあることから、広く空き家を利活用する取組の支援について事業化を検討し

ております。空き家等の利活用に繋げていきたいと考えております。 

続きまして、「4.危険な空き家等の抑制・解消及び特定空家等への措置」の 4-

1 危険な空き家に対する助言又は指導についてです。所有者に対し、条例に基

づき適正管理や除却を促しておりまして、実績としまして令和 3 年度末までの

相談件数が 1,294 件、そのうち措置済みが 626 件、未措置が 668 件となって

おります。今後も引き続き適正管理や除却を促してまいります。 

次のページをご覧ください。右下のページ数は 6 ページになります。4-2 危

険な空き家の除却費用に対する支援についてです。危険な空き家の除却費用に

対する支援としまして弘前市老朽空き家等除却促進事業費補助金を交付して

おります。これまでの実績としましては、交付件数が平成 30 年度から令和 3

年度までの４年間で 19 件となっております。この補助金につきましては、補

助金が予算の上限に達することで、それ以降の申請を受付けることができない

という状況が見られることから、予算の増額を検討しております。 

続きまして 4-3 危険な空き家に対する緊急安全措置の実施についてです。市

では危険な空き家に対する緊急安全措置を実施しておりまして、令和 3 年度ま

での累計の措置数は 169 件になっております。うち業務委託分は 98 件、直営

対応分は 71 件となっております。措置の内容としましては、飛散防止が 95

件、雪害対応が 59 件、その他が 15 件となっております。今後も必要に応じま

して実施していきたいと考えております。 

最後に表の一番下の部分になります。弘前市空き家等対策計画には掲載され

ていない事業になります。財産管理制度の活用について説明させていただきま

す。この制度は、財産の所有者や相続人が不明な場合など、利害関係者等が申

立てすることによりまして、家庭裁判所が選任しました財産管理人が、当事者

に代わりまして財産の保存や処分を行うというものになっております。市では

この制度を活用しまして、令和元年度と令和 3 年度にそれぞれ 1 件ずつ裁判

所に申立を行っておりまして、いずれのケースも空き家は除却されておりま

す。今後もこの制度を活用しまして、空き家の除却事業を進めていきたいと考
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えております。 

続きまして次のページをご覧ください。資料２－２についてご説明いたしま

す。ページ数は 7 ページになります。弘前市空き家等対策計画で目標を設定し

ております施策の成果指標の令和 3 年度末時点における実績の数値が表示さ

れております。まず①の空き家・空き地の利活用数ですが、令和 3 年度までの

実績としましては、110 件となっており、一番右の令和 3 年度末までの目標値

は 127 件ですので、少し伸び悩んでおります。ですが、概ね順調に進捗してい

るものと考えております。 

次に②の危険・老朽空き家に対する措置数です。令和 3 年度末での実績とし

ては 119 件となっておりまして、目標値は右の 136 件です。市が行う措置と

しましては、老朽化が進行している危険な空き家から順次実施しているため、

1 件あたりの委託金額が高くなる場合があります。目標達成ラインには届いて

おりませんが、概ね順調に進捗しているものと考えております。 

次に③の空き家等の件数ですが、令和 3 年度末では 1,158 件となっておりま

す。目標値は右の 1,002 件でありますので、目標値には届いておりませんが、

一番左にあります平成 28 年度の基準値 1,412 件から、254 件の空き家が解消

されておりますので、一定の成果が認められるものと考えております。今後も

所有者などに粘り強く交渉しまして、除却を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

以上であります。 

 

それでは、ただいま説明いただいた内容について、ご意見・ご質問等はござ

いますでしょうか。 

 

除却というのはどういう意味か説明していただけますか。 

 

建物を解体して、更にその解体した資材を別な場所に撤去してしまうという

ところまでが除却ということになります。 

 

分かりました。 

 

他に何かご質問等ございますでしょうか。 

 

資料 6 ページの 4-2、危険な空き家の除却費用に対する支援についてです

が、除却費用の補助金というのは一律なのか、それとも除却の費用によって変

わるのか、それから上限はいくらかなのか教えていただけますか。 
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補助金の補助率につきましては 40％、また上限につきましては 50 万円とし

ております。 

 

他にございませんでしょうか。それでは次に移らせていただきます。 

議題（２）「特定空き家等の認定について」と、その次の、議題（３）「特定

空き家等に対する措置の進捗状況について」の審議に入りたいと思います。 

議題（２）と議題（３）につきましては、個人情報が含まれていることから、

本協議会運営規程第２条第１号に該当するため、非公開といたしたいと思いま

すので、ご了承願います。 

報道関係の方は、大変申し訳ありませんが、ご退席をお願いいたします。 

 

～傍聴者退席～ 

 

議題（2） ※非公開 

議題（3） ※非公開 

 

これをもちまして、本日の議事は終了させていただきます。円滑な議事の進

行にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。最後になりますが、

空き家問題につきましては、市が掲げる「協働によるまちづくり」の考え方を

基本とし、行政のみならず、地域の皆様、専門家の皆様、そして本協議会の委

員の皆様と連携して取り組んでいく必要があるものと考えておりますので、こ

れからも引き続き、委員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

それでは、進行を事務局に戻させていただきます。 

 

本日、皆様のご了承をいただきました、特定空き家等につきましては、所有

者への対応を丁寧にいたしまして、段階的に措置を進めてまいたいと考えてお

ります。 

なお、本日配布しました資料のうち、資料 3 と資料 4 につきましては、個人

情報が含まれておりますので、後ほど回収させていただきます。ご協力をお願

いいたします。 

また、来年度は、弘前市空き家等対策計画の改定時期になりますので、当協

議会の会議を 3 回程度開催いたしまして、改定内容を協議していただくことと

しております。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、これをもちまして、令和４年度第 1 回弘前市空き家等対策協議会

を閉会いたします。 

委員の皆様、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 
 


